
［まちづくり推進］課 行 政 経 営 計 画 書 （ 総 括 表 ）  

 

■事務事業の総括 

予算科目 

款-項-目（事業） 
事務事業名 

06-01-01(03) 農業委員会事業 

06-01-03(03) 農業振興事業 

07-01-02(04) 観光振興事業 

08-03-01(03) 都市計画推進事業 

08-03-06(03) シティプロモーション事業 

08-03-07(03) 住環境整備事業 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



令和 5 年度 事業別行政経営計画書 

 

所属名 まちづくり推進課 
予算科目 

款-項-目（事業） 
06-01-01(03) 

事業名 農業委員会事業 

 
 
■基礎情報 

目的 
地域環境の質的な向上につながる農地の保全を目指すため、農地転用の適正審査、

耕作放棄地化の未然防止など、健全な農業委員会運営に対する支援に努める。 

事務内容 

・ 農業委員会が、以下に掲げる事務を適

正且つ円滑に行うための支援 

 

・農業委員会総会運営 

・農地法関係許可申請 

・農業者年金関係 

・納税猶予関係事務 

 

 

 

・農地情報公開システムの構築 

・農地台帳の整備（配布、回収） 

・遊休農地、違反転用パトロール 

・農地の利用状況及び利用意向調査 

現在における

経過又は課題 

・ 農業委員会が抱える課題としては、農業者の高齢化及び後継者不足により、農地所

有者自らが耕作したり管理することが困難な状況であり、このままでは町内農地や農

業が持続していかないことが挙げられる。そこで、町としては農業委員会の課題解決

に向けて、新規就農者の参入や農地利用集積を推進し、水田だけでなく畑を含めた農

地全体の遊休農地化を防止するための農業委員会活動を支援していかなければなら

ない。 

令和 5 年度の

目標又は 

改善策 

・ 課題に対する目標としては、農業委員会委員や農地利用最適化推進委員が行う農地

パトロールの際、事務の効率化を図るために令和４年度に導入したタブレット端末を

有効利用できるよう研修を行い、遊休農地化防止のための活動を支援するとともに、

地域計画策定に向けて、農地所有者の農地利用に対する意向を把握しながら、農地情

報の電子化や地図データ化を進め、新規就農者の参入促進や農地利用集積、遊休農地

対策等の農業委員会活動が円滑に行えるよう支援する。 

 
 
 
 
 
 



■第７次大口町総合計画に定める事項 

総合計画の 

体系 

基本目標 第 5 章 未来へと引き継ぐ環境保全とまちの活力を創造する 

基本政策 第 2 節 産業・経済 

成
果
指
標 

 

H26 実績値 R1 実績値 R2 実績値 R3 実績値 R4 目標値 R5 目標値 R6 目標値 R7 目標値 

        

 
■３年間の目標 

目
標 

・遊休農地の発生防止や農地の集約化による農地の適正化を進めることを目標とする。 

項 目（単位） R3 実績 R4 目標 R5 目標 R6 目標 R7 目標 

      

      

 
■２年後、３年後の主な計画 

年度 計画内容及び改善策等 

R6 年度 
・農地情報の電子化や地図データ化を整備し、タブレット端末を活用した情報管理を行い

ながら、新規就農者の参入促進や農地利用集積、遊休農地対策を図る。 

R7 年度 
・タブレット端末を活用した情報管理を行いながら、新規就農者の参入促進や農地利用集

積、遊休農地対策を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■作業工程（当該年度） 

月 作  業  内  容 

 

 

毎月 

 

4 

 

6 

7 

8 

11 

12 

3 

 

随時 

●農業委員会が、以下に掲げる作業を適正且つ円滑に行うための支援 

 

・大口町農業委員会総会の開催 

 

・委員会活動計画の策定（HP による公表）（～5 月） 

・委員、推進委員の改選事務（～7月） 

・農業者年金現況届の回収（年金受給者の現況チェック） 

・納税猶予（税務署からの通知者）現地確認（事務局） 

・農地パトロールの実施（委員、推進委員及び事務局）（～10 月） 

・農地台帳の郵送、回収及び整備 

・農地パトロール結果に係る農地適正化状況等の取りまとめ（～1 月） 

・委員会活動点検・評価（HP 等による公表） 

 

・農地法関係許可申請等に関する現地確認（委員、推進委員及び事務局） 

・農地法関係許可申請等に関する事務 

・農地相談（権利移転・転用・相続・その他）事務 

・遊休農地に関する苦情対応・処理事務 

・農業員会会議録事務 

 

■目標又は改善策に対する取組内容 
 

 

■評価 
 

 



令和 5 年度 事業別行政経営計画書 

 

所属名 まちづくり推進課 
予算科目 

款-項-目（事業） 
06-01-03(03) 

事業名 農業振興事業 

 
 
■基礎情報 

目的 

農作物の品質向上に対する補助や経営所得安定対策を実施することにより、農業者

の経済的安定を目指し生活を守る。 

農業振興地域整備計画に基づき、優良な農地を確保・保全するとともに、合理的か

つ生産性の高い農業を展開するため、都市的土地需要との調整を図りながら計画的な

土地利用を推進する。 

農業振興と農地における町民の理解、参加及び地産地消を推進する。 

事務内容 

・地域計画策定に関する業務 

・農地中間管理事業に関する業務 

・農業の担い手に対する支援 

・有害鳥獣の捕獲駆除 

・生産調整に対する補助に関する業務 

・遊休農地パトロール 

・利子補給等 

・猟友会(資格取得者)に委託 

・農振除外申出審査 

・農業振興地域整備計画の変更 

・れんげまつり開催 

・ふれあい農園の管理運営及び交流会開 

 催 

・農業ちゃれん塾協働委託開催 

・農機具のレンタル事業 

・大口産米粉の普及啓発の強化 

・朝市会支援に関する事務 

 

現在における

経過又は課題 

・ 一つ目の課題としては、農業経営基盤強化促進法が一部改正により、農地の出し

手と受け手の意向や年齢、後継者の有無や遊休農地などを反映した新たな現況地図

の作成とそれをもとにした目標地図を作成し、概ね 5 年ごとに見直す 10 年後を将

来目標に掲げた地域計画を遅くとも令和 6 年度末までに策定・公告するとともに、

従来の農用地利用集積計画（町計画）が農用地利用集積等促進計画（農地バンク（農

地中間管理機構）計画）に統合されるため、従前の利用権の期間満了の際には利用

権設定等の手続き変更も順次行っていかなければならないことである。 

・ 二つ目の課題としては、新規就農者をはじめとする農業者に対し、安定した経営

が営めるよう補助金等の支援、経営農地確保のための農地利用集積、そして、県農

業改良普及課等の関係機関と連携したサポートを強化していかなければならない。 

・ 三つ目の課題としては、地産地消を進めるための取組として、業務委託やイベン

ト開催だけでなく、恒常的、安定的な取組や仕組みを考えなければならない。 

 



令和 5 年度の

目標又は 

改善策 

・ 一つ目の課題に対する目標としては、令和 5年度上旬までには、出し手と受け手

の意向や年齢、後継者の有無や遊休農地などを反映した新たな現況地図を作成し、

幹線道路や河川、取水排水経路を考慮した担い手のエリア分けをしながら、作成し

た現況地図をもとにした目標地図（案）と地域計画（案）の作成を行う。また、統

合される従来の農用地利用集積計画（町計画）を農用地利用集積等促進計画（農地

バンク（機構）計画）に移行するタイミングを検討し、従前の利用権の期間満了の

際には、円滑に事務が進むよう国や県から情報収集しながら、順次農地バンク計画

の利用権設定に切り替えていく。 

・ 二つ目の課題に対する目標としては、農業者の経営安定対策については、令和 5

年度は米価下落に対する支援補助ではなく転作に対する支援補助を行うとともに、

認定農業者等には経営改善計画や就農計画、資金計画どおりの経営が営めているか

を県農業改良普及課やＪＡと連携を密にしながらサポートを行う。 

・ 三つ目の課題に対する目標としては、町が出資した農業法人や団体等と連携しな

がら、米粉を使ったパンや菓子、ブルーベリーやバナナ等、大口町産の農作物を原

材料にした特産品の研究開発を行い、地産地消の推進に取り組む。 

 

 
■第７次大口町総合計画に定める事項 

総合計画の 

体系 

基本目標 第 5 章 未来へと引き継ぐ環境保全とまちの活力を創造する 

基本政策 第 2 節 産業・経済 

成
果
指
標 

・担い手農家の経営農地面積 

H26 実績値 R1 実績値 R2 実績値 R3 実績値 R4 目標値 R5 目標値 R6 目標値 R7 目標値 

179.0ha - 183.0ha - - - - 200.0ha 

 
■３年間の目標 

目
標 

 

項 目（単位） R3 実績 R4 目標 R5 目標 R6 目標 R7 目標 

      

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



■２年後、３年後の主な計画 

年度 計画内容及び改善策等 

R6 年度 

・目標地図と地域計画を作成する。 

・農業者の経営安定対策へのサポートに努める。 

・町が出資した農業法人等と連携し、大口町産の農作物を原材料にした特産品の研究開

発を行い地産地消の推進に取り組むとともに、町の農地の担い手となるよう支援する。 

R7 年度 

・目標地図と地域計画に掲げた方針のもと、農地利用集積を一層推進する。 

・農業者の経営安定対策へのサポートに努める。 

・町が出資した農業法人等と連携し、大口町産の農作物を原材料にした特産品の研究開

発を行い、販路の拡大や地産地消の推進に取り組むとともに、町の農地の担い手となる

よう支援する。 

 

■作業工程（当該年度） 

月 作  業  内  容 

毎月 

 

 

4 

 

 

 

5 

7 

 

10 

1 

3 

 

随時 

・利用権設定事業事務 

（農用地利用集積計画 → 農用地利用集積等促進計画を見据えた一括方式） 

 

・地域計画策定に係る事務（～R6 年 3 月） 

・転作確認（景観作物） 

・れんげまつり開催 

・農用地利用計画変更申出受付案件審査（四半期毎） 

・転作確認（水田確認） 

・農用地利用計画変更申出受付案件審査（四半期毎） 

 

・農用地利用計画変更申出受付案件審査（四半期毎） 

・農用地利用計画変更申出受付案件審査（四半期毎） 

・農業振興対策事業補助金（交付事務等） 

 

・有害鳥獣事務（ワナ仕掛け、捕獲） 

・農地中間管理事業（貸出農地と受け手のマッチング作業及び農地中間管理機構との協定

に基づく事務手続き） 

・多面的機能支払活動支援事業（農地とその周辺環境の保全を目的に活動する団体への交

付金支払事務を含めた支援） 

・遊休農地パトロール 

・ふれあい農園 

・大口町 NPO 登録団体耕作くらぶ及び新農業法人等による米粉普及活動 

・NPO 法人ウィル大口スポーツクラブによる農業ちゃれん塾 

・農機具レンタル事業 

・その他（朝市会支援に関する事務） 

 

 

 
 
 
 
 



■目標又は改善策に対する取組内容 
 

 

 
■評価 
 

 



令和 5 年度 事業別行政経営計画書 

 

所属名 まちづくり推進課 
予算科目 

款-項-目（事業） 
07-01-02(04) 

事業名 観光振興事業 

 
 
■基礎情報 

目的 

桜が咲く時期に多くの人が訪れるの五条川において、快く桜並木を鑑賞できる環境を

整える。また、観光資源として広く周知する。 

既存の観光資源の他、観光資源と成り得るものを発掘し PR する。 

事務内容 

・桜まつり関係業務 

・観光全般に関する事務 

 

現在における

経過又は課題 

・ 一つ目の課題としては、毎年、五条川の桜並木は地元住民から愛され観賞していた

だいているにもかかわらず、桜の観光名所としてはまだまだ他に知られていないのが

現状である。 

・ 二つ目の課題としては、本町は五条川の桜並木や史跡以外の観光資源が乏しい町で

あるため、あらゆる分野から新たな観光資源を発掘し、ＰＲしていく必要がある。 

令和 5 年度の

目標又は 

改善策 

・ 一つ目の課題に対する目標としては、より多くの観光客や地元住民が集う他に負け

ない桜の観光名所として、五条川の桜並木を一層ＰＲするため、観光パンフレットだ

けでなく、令和 4 年度に実施したムービングライトの照明演出を充実させ、更なる誘

客に取組む。 

・ 二つ目の課題に対する目標としては、令和 5年度からシティプロモーション戦略の

第 3 期アクションプランに入る中で、おおぐち宣伝部やまちねっと大口と連携して観

光資源の発掘に取り組むだけでなく、新農業法人や農業団体等との連携により農産物

を利用した開発する特産品も一つの観光資源と考え、発掘した観光資源をホームぺー

ジで発信したり、県の観光協会等を通じてＰＲする。 

 
 
 
 
 



■第７次大口町総合計画に定める事項 

総合計画の 

体系 

基本目標 第 6 章 持続可能な地域経営 

基本政策 第 3 節 情報発信・共有 

成
果
指
標 

 

H26 実績値 R1 実績値 R2 実績値 R3 実績値 R4 目標値 R5 目標値 R6 目標値 R7 目標値 

        

 
■３年間の目標 

目
標 

・桜まつりにおけるムービングライトの照明演出を充実し、より多くの観光客や地元住民が集う

他に負けない桜の観光名所にする。 

項 目（単位） R3 実績 R4 目標 R5 目標 R6 目標 R7 目標 

      

      

 
■２年後、３年後の主な計画 

年度 計画内容及び改善策等 

R6 年度 

・桜まつりにおけるムービングライトの照明演出の点検評価を行い、必要であれば更なる

誘客のための計画変更等の検討を行う。 

・観光資源を発掘し、町内外への PRを行う。 

R7 年度 

・桜まつりにおけるムービングライトの照明演出の点検評価を行った上で、計画変更等の

検討を行う。また、更なる誘客のため、賑わい創出事業と連携しながら設置された飲食店

ブースで、特産品の販売にも取り組む。 

・観光資源を発掘し、町内外への PRを行う。 

 

■作業工程（当該年度） 

月 作  業  内  容 

4 

3 

 

通年 

・桜まつりの開催 

・次の桜まつり開催に向けた準備（ライトアップ、ぼんぼり設置等委託） 

 

・おおぐち宣伝部・まちねっと大口との連携による観光資源の発掘及びＰＲ 

 

 
 
 
 



■目標又は改善策に対する取組内容 
 

 

■評価 
 

 



令和 5 年度 事業別行政経営計画書 

 

所属名 まちづくり推進課 
予算科目 

款-項-目（事業） 
08-03-01(03) 

事業名 都市計画推進事業 

 
 
■基礎情報 

目的 
土地利用の在り方や市街地開発など、都市計画に関する各種計画等の策定や調査等

を行い、都市計画行政を推進する。 

事務内容 

・都市計画マスタープランの策定・見直し 

・都市計画審議会の運営 

・都市計画基礎調査の実施 

・都市計画基本図の作成、修正 

・生産緑地関係事務 

・都市計画関連協議会事務 

・国土利用計画法に基づく届出等事務 

・測量法に基づく公共基準点管理 

・その他都市計画推進に関する事務 

現在における

経過又は課題 

・ 一つ目の課題としては、本町の約 23％が市街化区域、残り約 77％が市街化調整

区域であるため、本町では住宅を建てられるエリアが限られている現状があるた

め、本町の将来を見据え、住宅が建てられるような土地利用計画を検討する必要が

ある。 

・ 二つ目の課題としては、平成 5 年 11 月に指定した生産緑地が令和 5 年に指定後

30 年を経過することに伴い、特定生産緑地に指定しない旨の町の方針に対する生

産緑地所有者の理解は得られたため、基準日以降、生産緑地買取申出や行為制限解

除等の相談が多く寄せられることが想定される。故に、生産緑地制度の改正を踏ま

えた事務手続きを行う必要がある。 

令和 5 年度の

目標又は 

改善策 

・ 一つ目の課題に対する目標としては、将来を見据えた土地利用計画の見直しを検

討するには、まずは地域住民や土地所有者のコンセンサスを得ることが必要である

ため、令和 5 年度に意向調査を行う。 

・ 二つ目の課題に対する目標としては、特に、基準日以降は行為制限解除の条件が

撤廃されるため、生産緑地所有者一人ひとりの状況や相談等の内容に応じて、事務

手続きを円滑且つ適正に行う。 

 
 
 
 
 
 



■第７次大口町総合計画に定める事項 

総合計画の 

体系 

基本目標 第 3 章 災害や犯罪に強く豊かな生活基盤を創造 

基本政策 第 2 節 生活基盤 

成
果
指
標 

・市街化区域内の低・未利用地面積割合 

H26 実績値 R1 実績値 R2 実績値 R3 実績値 R4 目標値 R5 目標値 R6 目標値 R7 目標値 

2.2% 1.8％ 1.8％ - - - - 1.5% 

 
成
果
指
標 

・地籍調査の進捗率 

H26 実績値 R1 実績値 R2 実績値 R3 実績値 R4 目標値 R5 目標値 R6 目標値 R7 目標値 

97.7％ 99.0％ 99.0％ - - - - 99.0％ 

 
■３年間の目標 

目
標 

 

項 目（単位） R3 実績 R4 目標 R5 目標 R6 目標 R7 目標 

      

      

 
■２年後、３年後の主な計画 

年度 計画内容及び改善策等 

R6 年度 
・土地所有者等の意向調査の結果を踏まえ、土地利用計画の見直しが必要かどうかを判

断する。 

R7 年度 

・土地利用計画の見直しが必要であると判断した場合は、適正かつ円滑に手続きが行え

るよう関係機関と調整しながら事務を進める。一方、現時点においてはまだ見直す必要

がないと判断した場合は、社会経済情勢の動向を見守りながら柔軟な対応ができるよう

準備しておく。 

 

 

 

 

 

 

 



■作業工程（当該年度） 

月 作  業  内  容 

4～ 

 

 

12 

1 

 

随時 

・都市計画基礎調査 業務委託発注 

・小口線沿線の地域住民及び土地所有者の意向調査 

 

・都市計画基礎調査 完了 

・都市計画基礎調査 県報告 

 

・尾張都市計画生産緑地地区の変更（大口町決定）事務 

・都市計画審議会の開催・運営 

・小口線沿線の地域住民及び土地所有者の意向調査結果を踏まえた土地利用方針の決定・ 

 都市計画の変更等の事務手続き 

・生産緑地相談 

 

 

■目標又は改善策に対する取組内容 
 

 

■評価 
 

 



令和 5 年度 事業別行政経営計画書 

 

所属名 まちづくり推進課 
予算科目 

款-項-目（事業） 
08-03-06(03) 

事業名 シティプロモーション事業 

 
 
■基礎情報 

目的 

持続的な人口バランスを確保するため、20 歳代後半から 30 歳代といった世帯形成期

を中心とした住民の定住促進及び町外転出の抑制をはかること及び産業の持続的発展

のための、新たな企業立地や優秀な人材確保を目的とする。 

事務内容 

・まちの魅力を発見する事業に係る事務 

・まちの魅力を発信する事業に係る事務 

・まちの魅力を磨く、まちとつながって 

 暮らす事業に係る事務 

 

・企業とまち・人をつなぐ事業に係る事務 

・ゆかりのある人とつながる事業に係る事 

 務 

・受け入れる環境を整える事業に係る事務 

 

現在における

経過又は課題 

・ 一つ目の課題としては、令和 5 年度から第 3期アクションプラン「大口町を訪れる

人を受け入れるプロモーション」が始まるため、町議会や住民に対し内容を説明しな

がら、具体的に取り組んでいく必要がある。 

・ 二つ目の課題としては、令和 4 年度に移住・定住支援補助金の利用枠を増やしたに

もかかわらず、申請者が少なかった現状があるため、本町に所縁ある若い世代の移

住・定住を更に進めるための有効なＰＲ方法を検討し着手する必要がある。 

令和 5 年度の

目標又は 

改善策 

・ 一つ目の課題に対する目標としては、5 月開催の総務建設常任委員会協議会で第 3

期アクションプランの説明を行い、その後、速やかにパブリックコメントを行い住民

に広く周知する。そして、第 1 期、第 2 期アクションプランの継続事業を実施しなが

ら、プロモーションの最終目的である本町に所縁ある若い世代の移住・定住者が増え

るように第 3 期アクションプランの事業を実施していく。 

・ 二つ目の課題に対する目標としては、移住・定住支援補助金制度を知った経緯を把

握するため、これまでに制度を利用した方を対象にアンケート調査を行い、町内企業

へのチラシ配布だけでなく、利用者を一層増やすための有効なＰＲ方法を研究し、取

り組んでいく。 

 

 
 
 
 
 



■第７次大口町総合計画に定める事項 

総合計画の 

体系 

基本目標 第 6 章 持続可能な地域経営 

基本政策 第 3 節 情報発信・共有 

成
果
指
標 

・町ホームページによる情報提供への満足度 

H26 実績値 R1 実績値 R2 実績値 R3 実績値 R4 目標値 R5 目標値 R6 目標値 R7 目標値 

62.2% 64.3% 64.3% - - - - 70.0% 

 
■３年間の目標 

目
標 

・大口町にゆかりのある人に情報が伝わっている。 

・大口町へのＵターン者、定住する若者が増えている。 

項 目（単位） R3 実績 R4 目標 R5 目標 R6 目標 R7 目標 

同居支援補助金及び近居補助金の利

用者 
7 件 10 件 10 件 10 件 10 件 

在勤者定住支援補助金の利用者 11 件 14 件 14 件 14 件 14 件 

 
■２年後、３年後の主な計画 

年度 計画内容及び改善策等 

R6 年度 

第 3 期の 2年目 

●大口町を訪れる人を受け入れるプロモーション 

・アクションプランの進捗管理 

・ゆかりのある人とつながる 

・受け入れる環境を整える 

R7 年度 

第 3 期の 3年目 

●大口町を訪れる人を受け入れるプロモーション 

・アクションプランの進捗管理 

・受け入れる環境を整える 

・プロモーション総括 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■作業工程（当該年度） 

月 作  業  内  容 

通年 

4～ 

 

6～ 

 

4 

 

5 

 

11 

1 

随時 

・まちの魅力発信協働委託 

「おおぐち宣伝部」との定例会議（月 1 回程度）を行いながら、第 1期、第 2 期アクシ

ョンプランの継続事業を実施する。 

「おおぐち宣伝部」との定例会議（月 1 回程度）を行いながら、第 3期アクションプラ

ンの初年として事業を実施する。 

・金助桜まつりにて PR 

・れんげまつりにて PR 

・第 3 期アクションプラン・議会説明 

・第 3 期アクションプラン・パブリックコメント（～6 月） 

・ふれあいまつりにて PR 

・成人式にて PR  

・小学校の授業に合わせた PR 

・社長さんリレーインタビュー（6回程度） 

・魅力発見ツアーの企画・実施（2回程度） 

・まちの魅力 Web ページ更新 

・企業との連携イベント 

 

■目標又は改善策に対する取組内容 
 

 

■評価 
 

 



令和 5 年度 事業別行政経営計画書 

 

所属名 まちづくり推進課 
予算科目 

款-項-目（事業） 
08-03-07(03) 

事業名 住環境整備事業 

 
 
■基礎情報 

目的 

大規模な地震の発生による建築物の倒壊等の被害から住民の生命及び財産を保護す

るため、旧基準木造住宅の耐震改修の促進と減災化促進及び建築物の耐震化を行うこと

で、地震に対する安全性の向上を図り、災害に強い地域社会の形成を目的とする。 

また、家屋の所有者に対し、空家が地域の生活環境に悪影響を及ぼさないよう空家の

発生予防及び空家の適正管理についての啓発を図ることを目的とする。 

事務内容 

・木造住宅耐震改修及び減災化促進業務 

・建築物（多数の者が利用する建築物、通

行を確保すべき道路沿道の建築物など）

耐震促進業務 

・空家対策業務 

現在における

経過又は課題 

・ 課題としては、木造住宅の耐震改修や除却補助制度は既に整備しているにもかかわ

らず、利用する建物所有者が少ない現状があるため、更に利用者を増やすための有効

なＰＲ方法を検討し着手する必要がある。 

  同様に、地域住民等から庭木・雑草の繁茂や家屋破損による飛散の恐れなどの苦情

や相談が寄せられる空き家についても、活用や除却補助制度を既に整備しているが、

まだまだ利用者が少ないため、利用者を増やすための有効なＰＲ方法を検討し着手す

る必要がある。 

令和 5 年度の

目標又は 

改善策 

・ 目標としては、耐震改修等の補助制度について、ホームページやＤＭ、窓口等あら

ゆる手法を検討し、1 件でも多くの方が利用してもらえるように制度を知る機会を増

やす。 

  また、空き家についても同様に、ホームページやＤＭ、窓口等あらゆる手法を検討

するとともに、令和 5 年度から新たに公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会による

無料相談（年 4回）の場でもＰＲし、1件でも多くの方が利用してもらえるように制

度を知る機会を増やす。補助制度のＰＲ以外にも、福祉部局とも連携しながら老人ク

ラブなどの団体が集う場に出向き、将来自宅が空家にならないよう生前元気なうちか

ら子や孫と話し合ってもらうよう周知啓発し、空き家の新規発生を抑制する。 

 

 

 
 
 
 
 



■第７次大口町総合計画に定める事項 

総合計画の 

体系 

基本目標 第 3 章  災害や犯罪に強く豊かな生活基盤を創造 

基本政策 第 2 節  生活基盤 

成
果
指
標 

・住宅の耐震化率 

H26 実績値 R1 実績値 R2 実績値 R3 実績値 R4 目標値 R5 目標値 R6 目標値 R7 目標値 

77.0% 87.0% 87.0% - - - - 95.0% 

 
■３年間の目標 

目
標 

 

項 目（単位） R3 実績 R4 目標 R5 目標 R6 目標 R7 目標 

      

      

 
■２年後、３年後の主な計画 

年度 計画内容及び改善策等 

R6 年度 

・1 件でも多くの方が利用してもらえるよう、耐震改修等の補助制度、空家改修等の補助制

度を周知啓発する。 

・空家の新規発生を抑制するため、空家対策等の周知啓発が最も有効と考えられる対象や

機会を検討し、取り組む。 

R7 年度 

・1 件でも多くの方が利用してもらえるよう、耐震改修等の補助制度、空家改修等の補助制

度を周知啓発する。 

・空家の新規発生を抑制するため、福祉部局とも連携しながら空家対策等の周知啓発が最

も有効と考えられる方を対象にした説明会を開催する。 

 

■作業工程（当該年度） 

月 作  業  内  容 

4 

5 

 

7 

9 

11 

3 

 

随時 

・空家等調査業務（（一社）アクティバル委託） 

・過去に耐震診断を受けた所有者に対し、耐震改修等補助制度の案内送付。 

・広報掲載（耐震関連補助制度・空家対策関連制度） 

・新たに空家と判断できる物件所有者への意向調査（補助制度案内含む）を送付。 

・7 月空家意向調査の結果を受け、個別相談等の実施。 

・水道閉栓及び 1 年以上未使用物件調査（丹羽広域事務組合水道部依頼） 

・空家等対策協議会の開催（年 1 回程度） 

 

・無料空家相談（年 4 回） 

・空家現地確認（個別） 

・空家適正管理依頼 



■目標又は改善策に対する取組内容 
 

 

■評価 
 

 


